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まえがき 
 

この規格は，日本品質管理学会規格管理規程に基づき，審議委員会の審議を経て，日本品質管理学会

が制定した日本品質管理学会規格である． 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である． 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願

に抵触する可能性があることに注意を喚起する．日本品質管理学会は，このような特許権，出願公開後

の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない． 
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JSQC-Std 89-001:2016 

公的統計調査のプロセス-指針と要求事項 

Process of Official Statistical Surveys- Guidelines and Requirements 
 

序文 

公的統計は，適切かつ合理的な方法により，かつ，中立性及び信頼性が確保されるように作成されな

ければならない．また，公的統計は，広く国民が容易に入手し，効果的に利用できるものとして提供さ

れなければならない．これらの質を保証するためには，公的統計の調査を行うプロセスが適切に実施さ

れる必要がある． 

2012 年に第 2 版が発行された ISO 20252「市場・世論・社会調査－用語及びサービス要求事項」は，

公的統計に限らず，広く市場・世論・社会調査を対象にしたものであり，調査を構成する諸プロセス要

素が適切な基準に従い，検証可能かつ一貫した方法で実施されることを確実にするための要求事項を定

めた国際規格である． 

本規格は，この ISO 20252 を基に，公的統計調査のプロセスに対する要求事項及び指針を定めたもの

である．本規格においては，ISO 20252 の要求事項から，公的統計分野には対応しない要求事項を除去す

るとともに，公的統計分野で用いられてきた用語・概念との整合が図られている． 

公的統計分野では，調査実施機関も統計作成府省以外に多様である．代表的な調査実施機関としては，

法定受託事務として調査を実施あるいは自治事務として調査員を任命する地方自治体，地方自治体から

委託を受けた受託業者が挙げられる．公的統計調査では，統計作成に全責任を負う府省（統計作成府省）

がどのような系統で調査対象（個人，法人・事業所，団体など）の調査を実施するかについて，おおよ

そ次のパターンがある． 

① 都道府県統計主管課ないしは事業主管課に調査実施を委託し，主管課が調査対象を調査(学校保健統

計調査等) 

② 都道府県統計主管課ないしは事業主管課に調査実施を委託し，市町村ないしは教育委員会，保健所，

福祉事務所が調査対象を調査あるいは，都道府県が任命した統計調査員を用いて調査対象を調査(国

勢調査，人口動態調査等) 

③ 調査作成府省の地方支分局が調査を実施（法人企業統計調査等） 

④ 調査作成府省の地方支分局が統計調査員を用いて調査を実施（賃金構造基本調査等） 

⑤ 調査作成府省あるいは都道府県主管課が民間に委託して調査を実施 

これからも分かるように，公的統計分野では，調査実施を必要とし本来クライアントとして，統計調

査を委託する組織としての統計作成府省が，調査実施機関ともなり得るのである．このことは，既に ISO 

20252 のクライアントの定義にも織り込まれている．しかし，行政分野では「公的統計のクライアント」

という概念は，統計情報の最終ユーザーである国民と理解する場合も多く，クライアントを実務的に「統

計作成府省」に読みかえて記載することが関係者の理解にとって必要である． 

また，ISO 20252 では，調査の一部を実施する機関として，例えば格付けと呼ばれる産業分類などのコー

ディングを実施する機関なども調査実施機関に含まれるが，公的統計分野では，このような一部業務の

みを受託業者が行うことも多い．本規格では，単純に調査実施機関と表記することが，関係者の誤解を
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